
【コラム】埼玉地方労働審議会（弁護士佐渡島啓）
埼玉地方労働審議会

昨年１２月、埼玉地方労働審議会に公益代表委員として出席しました。地方労働審議会とは、労働者・使用者・公益の代表が一同に会し、
各都道府県労働局が担う様々な労働分野の施策について調査審議し、意見を述べる会です。
今年度の埼玉労働局の主要施策の一つに「多様な人材の活躍推進」があり、具体的には、男性の育児休業取得促進や高齢者の就労促進、そ
れから新規学卒者等への就労支援が挙げられています。

新規学卒者への就労支援としては合同企業説明会のほか、昨年１１月には未内定高校生を対象とした就職面接会を埼玉県などと協力して開
催し、７１名の生徒が参加しました。

近時の高卒３年以内の離職率は３５％を超えており、その要因の１つに、高校生が就職先について検討する時間が短いことがあります（企
業による学校への求人申込は高校３年生の７月から）。
昨年私が過労死防止啓発授業のために訪問したある高校の教員からも、生徒が十分な検討なく就職先を決めてしまい、就職後に後悔するケー
スが多いという話を聞きました。
このような新規学卒者への就職支援のほか、長時間労働の抑制や非正規労働者の公正な待遇の実現など、労働局も取り組む労働者のための
具体的な施策が効果を発揮するよう、地方労働審議会の場も利用して今後も活動していきたいと思います。

弁護士　佐渡島　啓

（事務所ニュース・2024年新年号掲載）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【コラム】政治の私物化と「司法」の私物化（弁護士伊須慎一郎）
亡くなった安倍晋三元内閣総理大臣は、憲法９条違反の集団的自衛権の行使を容認する２０１４年７月の閣議決定により、「法の支配」を
揺るがし、森友学園問題、加計学園問題、桜を見る会前夜祭などによって「政治」を私物化した。

では、「司法」の世界はどうだろうか。

千葉勝美氏は、２００９年１２月から２０１６年８月まで７年近く最高裁判所判事を務めた。「違法審査－その焦点の定め方」（２０１７
年５月１日初版）の著書のあとがきで、裁判官はトンボの眼を持ち続けることが重要で、「様々な意見、価値観、権利衝突の状況等をキョ
ロキョロと複眼的に見ながら悩み続けるという地道な判断作用が求められる」と述べる。
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福島第一原発事故に対する国と東京電力の法的責任を問う裁判が全国各地で係属している。２０１６年から西村あさひ法律事務所の顧問と
なった千葉氏は、２０２０（令和２）年１２月２８日付で、最高裁に、元最高裁判所判事・弁護士の肩書きで、「長期評価には、多面的な
評価が成り立ちうるので、これを信用しないで津波に対する対策を打たなかったから事故を防げなかったといえない」等という、ちゃぶ台
をひっくり返すような意見書を提出した。その後、最高裁判所は、２０２２（令和４）年６月１７日に国の責任を否定する極めて不当な判
断を示した。

「司法」の私物化も着々と進んでいるようである。裁判を意味あるものにするために、今さらながら、弁護士の鋭意な訴訟活動だけでなく、
国民の裁判監視が重要な時代に突入しているが、一方で、裁判手続の電子化は国民監視を後退させることは間違いないであろう。

弁護士　伊須　慎一郎

（事務所ニュース・2024年新年号掲載）

【コラム】ファイト！（弁護士猪股正）
１０月に入ると、東へ西へ移動する日々。全国一斉なんでも相談会を地域連携で実施した翌日、訓覇法子＆神野直彦さんの対談企画「ス
ウェーデンの歴史に学ぶ」のコーディネート。続いて、医療へのアクセス権の決議案の起草などを務めた日弁連人権大会で長野へ。戻ると
すぐ基礎生活保障法調査団でソウルへ。帰国して事件の調査で福島の喜多方へ。１１月、反貧困ネットワークふくしまの講演で郡山へ。事
務局長を務めたクレサラ集会「相談現場から見える日本の格差と貧困～当事者の声が社会を変える～」の開催。埼玉総合50周年記念レセ
プション。翌日、早稲田大学での原発避難者支援シンポジウムでの報告。翌日から明石市で日弁連の訪問調査、三田市民病院を守る会シン
ポジウムと兵庫県へ２往復。２か月の間に、東京、長野、ソウル、喜多方、郡山、明石、京都、三田など動き回って報告等を担当。
今、大事だと思うことでこうして動けるのは、これまで失敗を繰り返し、試行錯誤できたという運や環境にたまたま自分が恵まれたから。
脳科学では、失敗の経験は脳にとって最高の学びの機会（生産的失敗）だとされている。失敗したら這い上がれないような競争社会のあり
方は人と社会の力を失わせる。みんなで変えていくしかない。
リスクが大きすぎる社会だけれど、音楽や文学や自然が力を貸してくれる。恐いだろうけど震えながら登っていこうよ、ファイト！って励
ましてくれる中島みゆきの歌だったり…
今年も、どうぞよろしくお願いします。

弁護士　猪股　正

（事務所ニュース・2024年新年号掲載）
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【コラム】朝ドラ「ブギウギ」（弁護士高木太郎）
最近、NHKの朝ドラをよく見る。今は笠置シヅ子をモデルにした「ブギウギ」。今日は昭和15年のころの場面で、官憲がハバを利かせ、
淡谷のり子は何度もつかまり、笠置も警察から「兵隊さんが戦地で頑張っているときに、このチャラチャラした歌と踊りはなんだ」とさん
ざん注意を受ける。本当に虫唾が走るほど嫌な時代だ。

その「兵隊さん」は戦地で、何をしているか。今のロシア、イスラエルと同じこと、あるいはそれ以上のことをして、他国の人々を殺害し
ていた。
ただ、自分がその時代に生きていたら、果たして、自分は、権力にあらがえただろうか、あるいは、推進する側になりはしないだろうか、
とも考える。

だから、このような時代（新しい戦前）にしたくはないし、それにつながる動きには、徹底的に反対したい。

弁護士　髙木太郎

（事務所ニュース・2024年新年号掲載）

【コラム】芝居（弁護士牧野丘）
最近、当事務所員に舞台の芝居を楽しむ人が密かに増えつつあるようです。

私は憲法ミュージカルの上演で舞台の裏側に回った経験を端緒にたくさん見るようになりました。
ちゃんと数えていませんが、だいたい３００本くらいでしょうか。芝居の話題が所内で出てくると楽しい気持ちになります。

なぜ好きか。たぶんあのライブ感なのでしょうね。役者さんの吐息まで客席に伝わり空間を共にしている感じ。
長台詞も一発勝負。プロの芝居で台詞が飛んだ現場にも居合わせたことがあり、ストーリー展開とは別の部分での緊張感も味わえたりしま
す。
役者の体全部が目の前にさらけ出される。観客はそのすべてを受け取る。
映画と違って、監督の見せたい部分がアップになるわけではなく、したがって観客は、ある意味画面全体のどこを見てもよいし、逆に自分
から奪いに行かなければならない。
案外、観客側のエネルギーも必要な作業なので、仕事帰りの都内の芝居では途中で意識が飛ぶこともしばしば。
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その臨場感がよいのでしょうね。そういうこともあってか終わった後の感想も人によって様々。
だから１人で見るより複数で見に行った方が終演後が圧倒的に楽しい。

以前は、芝居を見ることにある種のプロフェッショナル感を求めに行っていたこともあったのですが、もうそれはやめました。
自然体で自分が感じられるものを増やす。無理に意義づけするとしたらそんなことでしょうか。
ぜひご一緒に！

弁護士　牧野　丘

（事務所ニュース・2024年新年号掲載）

入所のご挨拶に代えて　（弁護士本間啓誉）
２０２４年４月より、埼玉総合法律事務所に入所しました、弁護士の本間啓誉（ほんまひろたか）と申します。弁護士としての活動のほか
に、大学院にて、憲法（特に、憲法訴訟論、表現の自由）の研究を行なっています。学問的側面と実社会的側面の両方から、問題解決に取
り組もうと思い、入所することになりました。これから、どうぞ、よろしくお願いいたします。

せっかくの機会なので、皆さまに自己紹介をと思う反面、興味関心を持ってもらえそうな話のタネや体験がなく、紹介する「自分」が見当
たらないので、最近の法改正に関する紹介をご挨拶とさせてください。

ＳＮＳ上の投稿によって、権利や利益が害された場合に利用される法律であるプロバイダ責任制限法は、2024年に改正され、情報流通
プラットフォーム対処法という法律に変わります。主な改正は、利用者から投稿削除依頼をする場合の手続や削除基準について、プラット
フォーム（ＳＮＳ運営側）にその公開を義務付けることです。改正の目的は、削除の迅速化と透明化を図ることと言われています。ＳＮＳ
利用者の表現を守りつつ、被害者の救済を図る。

こうした事業者による削除（規制）につき、アメリカでは「（国家の）代理人による検閲」として過剰な私的検閲がなされる危険が指摘さ
れています。現代のテレビが昔に比べて「つまらなくなった」と感じる（過激なバラエティ番組ばかり見ていた私だけかもしれませんが…）
のも、こうした「代理人による検閲」の現れなのかもしれません。

テクノロジーの発展に、人や法が追いつくには、時間がかかります。ＳＮＳの利用が現実世界での生活をより豊かにするということなので
あれば、ＳＮＳというサイバー空間が「生きづらい場所」にならないように、利用の方法・法の規制の仕方について、まだまだ考える必要
がありそうです。

弁護士　本間　啓誉
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【コラム】歳を重ねて（弁護士梶山敏雄）
昨年１１月に事務所設立５０周年記念の集いが開かれ、多くの関係者の方々に参加して頂きました。一昨年２月には事務所創設者の宮澤弁
護士が逝去され、気が付いてみると私が事務所で最長老の立場になってしまいました。その点も参加者らから半ばからかい気味に指摘され、
改めてこれまで事務所発展のために尽力されてきた多くの先輩弁護士らの努力と功績を思い知らされたところです。開催準備を担った事務
局員らの慰労会に参加したところ、集いが開催された日は私の７６才の誕生日でもあり、その祝いも準備されていたというハプニングもあっ
て、いつものことながら我が事務所員らの気配り・心配りに気持ち温まる一夜を過ごさせて貰いました。

上の写真は私が入所時の事務所ニュースに載った写真です。それから４７年の時が経過し、まさに隔世の感ありです。体力・気力の衰えは
隠しようもありませんが、必要とされるならば、関わってくれる人達との協力も得ながら、少しでもまともな社会実現のために、そして若
手弁護士に何かを繋げるために、まだ少しは頑張ってみるかと思っているところです。

弁護士　梶山敏雄

（事務所ニュース・2024年新年号掲載）
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【コラム】事務所ニュース　2024年新年号　巻頭挨拶（弁護
士　伊須慎一郎）
埼玉総合法律事務所は、昨年５０周年を迎え、２５０人の関係者の方にご参集いただき、１１月１７日に無事レセプションを開催すること
ができました。改めて、御礼申し上げます。

一昨年に事務所の創設者宮澤洋夫弁護士、創成期の中心メンバーだった城口順二弁護士が亡くなりました。事務所の構成メンバーも大幅に
変わりましたが、変わらない事務所の役割があるのではないか、その役割を果たすことができるよう、所員一同励みたいと考えております。

ところで、２０２３年１２月５日に、仙台高裁第２民事部が、集団的自衛権の行使を容認した平和安全法制につき、「従来の政府の憲法解
釈を明らかに変更するものであって・・・憲法９条１項の下で許される武力の行使の限界を超えると解する余地もある・・・しかし・・・
国際法上の集団的自衛権の行使が全体として憲法上容認されるという見解が示されたものではないとして、違憲性が明白であると断定する
ことまではできない」という、非常に歯切れの悪い、不可解で不当な判断を下しました。仙台高裁は、自衛権行使の新３要件が限定的であ
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り、厳格かつ限定的な解釈を示した政府の国会答弁も踏まえると、違憲性が明白であると断定することはできないと述べています。

しかし、政府は新３要件に従って厳格かつ限定的に「存立危機事態」等を認定できるのでしょうか。

自衛隊が防衛出動し、米軍と共に武力を行使する場合、自衛隊は米軍の指揮下に入ると言われています。日本政府は、米政府・米軍から自
衛隊の出動を要求されて、「ノー」と言えるのか、米国の戦争に沖縄を含めた南西諸島の住民が真っ先に巻き込まれないか、裁判官は、新
３要件が限定的かどうかという政府の詭弁ではなく、憲法９条の理念、戦力を保持しないという文言、日本国の置かれた状況等を踏まえ、
真摯に憲法判断すべきでした。

２０２４年は、いよいよ平和憲法の正念場です。埼玉総合は、皆様と共に微力ながらも力を尽くしたいと考えています。

弁護士　伊須　慎一郎

（事務所ニュース・2024年新年号掲載）

「青の問いに緑の答えを与える」（弁護士　宮本澄香）
タイトルは、最近手に取った本の中に出てきたチベットのことわざで、意味は「尋ねられていることに全く関係ないことを答えること」だ
そうです。
「青の問い」に対して「赤の答え」や「黒の答え」が返ってくれば、すぐに違和感を抱くことができるのでしょうが、これが「緑の答え」
となると、聞いている方も何となく煙に巻かれてしまうということなのでしょう。色相を上手く利用した面白いことわざだと思います。
本ではわかりやすい例は政治の世界にあるとの解説がありましたが、私自身もまた、日頃青の問いに緑の答えを与えていないか、我が身を
省みるきっかけとなりました。

出典：「誰も知らない世界のことわざ」（創元社）　エラ・フランシス・サンダース著・前田まゆみ訳

弁護士　宮本 澄香
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奄美のご飯（弁護士深谷直史）
奄美大島の自然と文化を紹介する三部作、第三弾です。

昨年になりますが、休暇をとって奄美大島に行ってきました。奄美大島はご飯も美味しい！

海に囲まれた奄美大島では豊かな海鮮資源があり、お魚はどれも美味しいです。お刺身や漁師丼を頂きましたが、箸が止まりません。

お魚も美味しいですが、お肉料理も美味しいのが奄美大島。特におすすめなのが、鶏飯（けいはん）です。

鶏飯
鶏飯とは、ほぐした鶏肉ささみと錦糸卵、干ししいたけ、パパイヤの漬物を白ご飯の上に乗せ、鶏がらスープをかけてお茶漬け風に食べる
料理のことで、古くから奄美大島で食べられています。

これがうまい！さっぱりした鶏肉にシイタケと鶏がらダシのうまみが体全体にしみわたります。疲れているときにおすすめの一杯です。

また、奄美大島では、鶏肉の刺身（鳥刺し）が食べられます。甘い醤油にショウガとニンニクを入れて食べると、これまた何とも新鮮な触
感とうまみを感じられます。
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鳥刺し
奄美に来てぜひ飲んでほしい酒が、ハブ酒です。奄美大島に生息する毒ヘビであるハブですが、そのハブの毒を有効利用した一品で、古く
から奄美大島では親しまれています。

泡盛などのお酒にハブを丸ごと一匹漬け込んで作るお酒で、お味はハブ毒に負けないくらい、鋭くキレのある感じです。

ハブ酒

https://shimmer.okinawa/blogs/introduction/explanation-habu-sake


栄養豊富で健康に良いとされていますが、アルコール度数が４０度ほどありますので、飲みすぎに注意です。私もチャレンジしてみました
が、グラス半分ほど飲んだところで、すぐ酔っぱらってしまいました。

奄美大島は鹿児島県に属していますが、離島でありながら鹿児島県下で二番目に大きい繁華街である、屋仁川通りという地域があります
（通称「やんご通り」、規模では鹿児島市天文館に次ぐ）。お店選びには困りません。

【コンビニ】

我々の生活にも身近なコンビニエンスストアですが、奄美大島にもコンビニはあります。ローソンとファミリーマートの店舗があり、セブ
ンイレブンはありません。

港近くのファミマを訪れたところ、なんとパン屋さんが併設されています。奄美大島のコンビニでは、パン屋さんやお弁当屋さんが併設さ
れている店舗が多く、コンビニで焼き立てのパンや出来立てのおにぎりなどを購入することができるのです。これは嬉しい。

本州のコンビニには並んでいないような、たくさんの焼き立てのパンや、直径10ｃｍはある「ばくだんおむすび」を買うことができます。
奄美大島はコンビニも面白いです。

皆さまも、是非奄美大島に一度行ってみてはいかがでしょうか。

弁護士　深谷　直史

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/de28d11b3227bc868d2090a496e879258b6b068d
https://saitamasogo.jp/fukayanaofumi

